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1	 重点項目
基本計画の計画期間である 9 年間（令和 8（2026）～ 16（2034）年度）で、以下の 8 つ

の重点項目に施策横断的に取り組みます。

重点項目	 1	 持続可能な人口構成の維持

本市の出生数や合計特殊出生率は年々減少傾向にあり、少子化が進行しています。また、東京
圏への就学・就職に伴い、20 代前半が転入超過である一方、30 代と 40 代前半のいわゆる子育
て世代が住宅を購入するタイミングで、近隣市や都内へ転出しています。

今後、少子高齢化により、「担い手」の減少という構造的な問題に直面することから、年少人
口と生産年齢人口の定住促進や出生率の向上を図り、持続可能な人口構成を維持します。

出生数・合計特殊出生率の推移

転入・転出者の年齢別比較（平成 30 年度から令和 6 年度の平均）※国内移動のみ

資料：衛生統計年報（千葉県）、住民基本台帳人口
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資料：住民基本台帳人口（内閣官房特別集計）
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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重点項目	 2	 すべてのこどもたちの可能性を広げる環境の整備

こどもの貧困や教育格差の拡大、虐待やいじめなどといった、こどもの権利を侵害する事案の
発生などが大きな社会問題となっています。また、少子化や核家族化の進行、地域社会における
つながりの希薄化などにより、子育て家庭を取り巻く環境も複雑化・多様化し、対応が必要な状
況です。

さらに、学校教育の現場においては、特別な支援を要する児童生徒や外国籍、不登校の児童生
徒の数も増加しており、誰一人取り残さない学びの保障も求められています。

すべてのこどもたちが、生まれ育った環境や特性に左右されることがなく、健やかに成長し、
夢や希望を持って、自ら進みたい道を選択できるよう、こどもに関わる施策を総合的に推進する
ことで、こどもたちの可能性を広げる環境を整備します。

児童生徒数・特別支援児童生徒数・外国籍児童生徒数・不登校児童生徒数の推移
（市立小・中・義務教育学校・特別支援学校における集計）

※「児童生徒数」「特別支援児童生徒数」「外国籍児童生徒数」は各年度 5 月 1 日時点
※「不登校児童生徒数」は各年度の累計
※「特別支援児童生徒数」は、特別支援学級・特別支援学校に通う児童生徒数とする
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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重点項目	 3	 健康寿命の延伸

生活習慣の変化や医療技術の発展などにより、日本人の平均寿命が延びている中で、健康上の
問題で日常生活が制限されることなく自立して生活できる期間である健康寿命の延伸が求められ
ています。

今後、更に高齢化が進行する中で、誰もが生涯にわたっていきいきと充実して暮らすことがで
きるよう、乳幼児から後期高齢者までのすべての世代に対して、心身の健康増進に向けた切れ目
のないアプローチを行い、健康寿命の延伸を目指します。

日常生活の動作が自立している期間（健康寿命）の推移

要支援・要介護認定者の推移
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資料：健康情報ナビ（千葉県）

※各年９月末時点� 資料：介護保険事業状況報告（厚生労働省）

（人）

H
27（
2
0
1
5
）

H
28（
2
0
1
6
）

H
29（
2
0
1
7
）

H
30（
2
0
1
8
）

R
2（
2
0
2
0
）

R
3（
2
0
2
1
）

R
4（
2
0
2
2
）

R
5（
2
0
2
3
）

R
7（
2
0
2
5
）

H
31
/
R
1（
2
0
1
9
）

R
6（
2
0
2
4
）

人
数

（年）

15,48215,482 15,78515,785 16,64216,642
18,18218,182 18,25318,253 18,72218,722 19,11819,118 19,90619,906 19,40419,404

20,95520,955

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

21,69521,695

20

内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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重点項目	 4	 暮らしの安全・安心の確保

千葉県では、今後 30 年以内に震度 6 弱以上の揺れに見舞われる確率が約 60% と想定され、
大規模地震が発生した場合、本市でも多くの被害が発生することが見込まれています。

その他の自然災害をはじめ、犯罪の凶悪化・多様化、交通事故や消費生活被害などの発生、国
際的な緊張関係による安全保障上の危機感の高まりなどが市民生活を脅かしている状況を踏ま
え、市民のいのちと財産を守るため、ハード・ソフトの両面から対策を進め、誰もが暮らしの安
全と安心を実感できる環境をつくります。

東京湾直下地震（マグニチュード 7.3）が発生した場合の震度分布・被害想定

■震度6強

■震度6弱

•市役所

震度分布 被害想定

種　別 項　目 被　害

建物被害
全壊棟数 5,126 棟

半壊棟数 12,642 棟

火　災 焼失棟数 10,965 棟

人的被害
死者 451 人

重傷者 387 人

避難者
（避難所

　避難者数）

1 日後 60,904 人
（36,542 人）

1 週間後 98,529 人
（49,264 人）

1 ヵ月後 62,087 人
（18,626 人）

帰宅困難者 市外の帰宅困難者数 55,546 人

市内の刑法犯認知件数の推移

資料：犯罪統計（千葉県警察）
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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重点項目	 5	 都市機能の強化と付加価値の創出

本市では、昭和 40 年以降に公共施設や道路・橋りょう、公共下水道（汚水・雨水）などのイ
ンフラの集中的な整備を進めてきたことから、今後、老朽化や機能劣化が進むことが見込まれ、
計画的な維持管理と更新が求められています。

一方で、今後、本八幡駅北口駅前の市街地再開発事業、北千葉道路や（仮称）押切・湊橋の整
備、新湾岸道路の調査などが予定されており、これらが完成すれば都市構造に大きな変化が生じ
ます。

今後の都市構造の変化に柔軟に対応し、都市機能を強化するとともに、本市の強みである自然
と調和した良好な住環境を保全しつつ、地域の魅力を向上させ、更なるまちの付加価値を創出し
ます。

公有財産（建物）の延面積、道路・橋りょう、下水道延長の推移

※ 「その他施設」の延面積は、公有財産（建物）の延面積合計から「市営住宅」と「学校」の延面積を除いたもの
※ 各年年度末時点

	 資料：�財産に関する調書（公有財産（建物）の延面積） 
市川市統計年鑑（道路・橋りょう、下水道延長の推移）
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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今後の主な都市基盤の整備

国府台駅

北国分駅

市川
大野駅

大町駅

市川
真間駅

市川駅 菅野駅 京成
八幡駅

本八幡駅
鬼越駅

原木中山駅

妙典駅

二俣新町駅

行徳駅

南行徳駅

市川塩浜駅

松飛台駅

東京外かく環状道路と
成田国際空港を
最短で結ぶ

北千葉道路1

中心市街地の活性化

千葉県と東京都をつなぐ
旧江戸川に架かる
新たな橋りょう

海辺の賑わいを創出

2 本八幡駅北口
再開発

（仮称）
押切・湊橋3

4 塩浜 整備

1

2

3

6

5

4

湾岸地域の
交通円滑化

老朽化した
クリーンセンター
の建替え

5 新湾岸道路

6
次 期
クリーンセンター
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
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ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。
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重点項目	 6	 カーボンニュートラルの実現

近年、地球温暖化の進行による気候変動の危機は深刻さを増しており、本市においても平均気
温や最高気温はともに上昇傾向にあります。こうした中、本市はカーボンニュートラルシティを
表明し、令和 32（2050）年度の二酸化炭素排出量実質ゼロ達成に向けて挑戦しています。令
和７（2025）年度には、環境省の第 6 回脱炭素先行地域にも選定され、妙典地区において官民
双方の取り組みにより、先導的に二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。

目の前に差し迫った地球温暖化の危機に向き合い、持続可能な地球環境、市民の暮らしや健康、
事業者の事業活動を守るため、カーボンニュートラルの実現を目指します。
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重点項目	 7	 まちの一体感の醸成

本市の昼夜間人口比率（夜間人口 100 人当たりの昼間人口の割合）は、近隣市と比べて低く、
また、通勤・通学者の半数以上が市外に移動しています。このように、ベッドタウンとしての特
性が顕著であることから、市民と市民、市民と地域のつながりが希薄となり、地域のまとまりを
感じにくい状況です。

本市の多彩な文化や地域資源、スポーツの力などを生かしながら、市民、自治会、NPO、企業、
大学などが連携し、多様なつながりを創出することで、地域としての結びつきを強化し、まちの
一体感を醸成します。

昼間人口・夜間人口、昼夜間人口比率の推移

※ 各年 10 月 1 日時点� 資料：国勢調査
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重点項目	 8	 地域内経済循環の構築

本市は、東京都や船橋商圏に隣接するため、市民（地域住民）の消費の多くが市外に流出して
います。市内には、「小売業」などに分類される消費者向けの事業所が多く、個人の民間消費を
市内に誘導することが、地域内経済の活性化につながります。

地域内経済の衰退に伴うまちの活力の低下や雇用環境の悪化、市税収入の減を防ぐためにも、
消費者・事業者双方への施策に総合的に取り組み、市内での消費を喚起し、地域内経済循環を構
築します。

地域住民消費額・地域内消費額・地域外への流出額の推移

市内の産業別事業所数
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9,170.79,170.7 9,536.99,536.9 9,905.19,905.1 10,006.810,006.8
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11,079.211,079.2
10,159.510,159.5

3,915.33,915.3 3,705.93,705.9 3,402.33,402.3
4,097.14,097.1 4,345.44,345.4 4,087.34,087.3
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・

地
域
外
へ
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額

（億円)

（年）

地域住民消費額 地域内消費額 地域外への流出額
（地域住民消費額 - 地域内消費額）

H22（2010） H25（2013） H27（2015） H30（2018） R2（2020） R4（2022）

※ 「地域住民消費額」は、地域住民の民間消費（どこで消費したかは問わない）を表す
※ 「地域内消費額」は、地域内の民間消費（誰が消費したかは問わない）を表す

資料：「地域経済循環分析 Ver.9.1」（環境省、株式会社価値総合研究所）
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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